
 ○３ 県の催事施設（P16）

 ○３ 県の催事施設（１）屋内の催事施設（P16）

・以下のようなイベントの開催は控える。

 ○３ 県の催事施設 （２）屋外の催事施設（P17）

・以下のようなイベントの開催は控える。

 ○３ 県の催事施設（３）歌唱・演奏・演劇等のステージイベント（P17)

○ 密閉空間で大声を発するもの等は、業界が策定したガイドラインによる厳格な

対応を実施。

新

（新旧対照表）イベント開催方針の変更について 参考

旧

（例）

・グループ討論、ワークショップ方式の講座等

・大声の発声を伴ったり、マスクの着用など感染防止

対策の徹底ができないスポーツやレクリエーション

（例）
・大声の発声を伴ったり、マスクの着用など感染防止

対策の徹底ができないスポーツやレクリエーション

 ○３ 県の催事施設（P16）

 ○３ 県の催事施設（１）屋内の催事施設（P16）

・以下のようなイベントの開催は控える。

 ○３ 県の催事施設 （２）屋外の催事施設（P17）

・以下のようなイベントの開催は控える。

 ○３ 県の催事施設（３）歌唱・演奏・演劇等のステージイベント（P17)

○ 概ね3週間ごとに、地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、

下表のとおり段階的に対応。

時期 
5月 25日～ 

6月 18日 

6月 19日～ 

7月 9日 

7月 10日～ 

7月 31日 

感染状況を見つつ 

8月末まで維持 

屋内 

※ 

100 人以内 

又は収容率 

50％以内 

1,000 人以内 

又は収容率 

50％以内 

5,000 人以内 

又は収容率 

50％以内 

5,000 人以内 

又は収容率 

50％以内(注) 

屋外 

※ 

200 人以内 
又は 

十分な間隔確保 
(できれば 2m) 

1,000 人以内
又は 

十分な間隔確保 
(できれば 2m) 

5,000 人以内
又は 

十分な間隔確保 
(できれば 2m) 

5,000 人以内
又は 

十分な間隔確保 
(できれば 2m) 

 

（例）
・グループ討論、ワークショップ方式の講座等

・レクリエーション、対面式の運動等

（例） ・レクリエーション、対面式の運動等

5月 25日～ 

6月 18日 

6月 19日～ 

7月 9日 

7月 10日～ 

7月 31日 

感染状況を見つつ 

8月 1日を目途 

・密閉空間で大声を発するもの、人

との間隔を十分確保できないも

のは慎重な対応、管楽器にも注意 

・密閉空間で大声を発するもの等

は、厳格なガイドライン※によ

る対応 
※業界が策定するガイドライン（国通知より） 

 

時期 
5月 25日～ 

6月 18日 

6月 19日～ 

7月 9日 

7月 10日～ 

7月 31日 

感染状況を見つつ 

当面 9月末まで維持 

屋内 

※ 

100 人以内 

又は収容率 

50％以内 

1,000 人以内 

又は収容率 

50％以内 

5,000 人以内 

又は収容率 

50％以内 

5,000 人以内 

又は収容率 

50％以内(注) 

屋外 

※ 

200 人以内 
又は 

十分な間隔確保 
(できれば 2m) 

1,000 人以内
又は 

十分な間隔確保 
(できれば 2m) 

5,000 人以内
又は 

十分な間隔確保 
(できれば 2m) 

5,000 人以内又

は 

十分な間隔確保 
(できれば 2m) 

 


